
福祉まるごと相談室 出張相談を行います！ 

福祉まるごと相談室 出張相談を行います！ 

公共浄化槽の保守点検・清掃について 

森林内の有害鳥獣被害にお困りの方へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.city.matsusaka.mie.jp/  

 ～令和５年４月～ 
発行：松阪市飯高地域振興局 

電話 : ４６－７１２１ 

「福祉まるごと相談室」は、地域の皆さんの身近な相談先として、暮らしの中で悩んでいることや、健康や
福祉に関する相談を受け付けるために、飯高地域振興局内に開設しています。 

地域の皆さまにとって身近な相談の場所になるため、５月より各出張所において出張相談を行います。相談
は無料で予約不要です。 

 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 

川俣出張所 

第 2 火曜日 
9 日 13 日 11 日 8 日 12 日 10 日 14 日 12 日 9 日 13 日 

森出張所 

第３火曜日 
16 日 20 日 18 日 15 日 19 日 17 日 21 日 19 日 16 日 20 日 

波瀬出張所 

第４火曜日 
23 日 27 日 25 日 22 日 26 日 24 日 28 日 26 日 23 日 27 日 

 ※ 開催時間は、各日共に 午後１時から午後３時まで。 
※ どの地区にお住まいの方でも、ご希望の会場へお越しいただけます。 

市管理の公共浄化槽は、浄化槽法に基づいた保守点検（年３～４回）・清掃（年１回）を定期的に実施して
おります。ご利用の皆様には作業実施時にご迷惑をおかけいたしますが、ご理解、ご協力をお願いいたします。 

【ご協力をお願いします！！】 
お留守の場合でも作業をさせていただきます。また、作業にはご家庭の水道を使用させていただきますのでご
了承ください。浄化槽の上に車などが置いてある場合は、移動していただきますようお願いいたします。 

 ～生活排水の水質向上へ～ 
松阪市では河川や海の水質環境を守るため、合併処理浄化槽の設置を推進しています。従来の汲取り方式や

単独浄化槽をご利用されているご家庭は、ぜひ、合併処理浄化槽の設置をご検討下さい。 

（問）西部水道浄化槽事務所 ☎４６－７１２３ 

（問）福祉まるごと相談室 飯高 ☎ ４６－７１１６ 

松阪市林業振興課では、野生鳥獣による森林被害を未然に防止するために、防護柵等の設置及び修繕に必

要な経費の一部を補助します。 

●対  象／森林内の苗木植栽地や特用林産物栽培地（原木しいたけ等）に対する 

防護柵設置・修繕の資材費 

●補助金額／上限額５０,０００円（対象資材経費の２分の１） 

※施工される前に申請書等をご提出いただく必要があります。詳細につきましては、林業振興課 

までお問い合わせください。 

 
（問）林業振興課（飯高地域振興局内） ☎４６－７１２４ 

 

https://www.city.matsusaka.mie.jp/


松阪市有害鳥獣防護柵設置補助金について 

耕作放棄地となっている茶園の茶樹伐根を支援します 

聞いてんか！言うてんか！～第２０回 議会報告会のお知らせ～ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松阪市では、有害鳥獣による農作物への被害防止を目的に、防護柵及び電気柵の設置に必要な材料に

対して、補助金を交付しています。 

・対象者 ：市内在住の農地所有者及び耕作者 

・申請限度：1 世帯につき、年度内 1 回 

※登記地目が田畑以外の土地は申請できません。 

※以前に防護柵設置補助を受けた土地のうち、申請年度から 7 年が経った場合は、申請 

することができます。 

・対象経費：防護柵及び電気柵の設置に係る資材費 

※個人間の資材の譲り受け等による売買や、工事費等は対象外です。 

・補助額 ：対象経費の 2 分の 1 上限 50,000 円（1,000 円未満切り捨て） 

 ※補助金には限りがあります。上限に達した場合、申請をお断りさせていただくことがあります。 

※補助金の交付を受ける際は、施工される前に申請書等をご提出いただく必要があります。詳細 

につきましては、西部農林水産事務所までお問合せください。 

 （問）西部農林水産事務所 ☎ ４６－７１１４ 
 

松阪市では、耕作放棄地の再生を目的に、補助金を交付しています 

●対象者／市内に住所を有する農地所有者及び耕作者（小作人を含む。） 

●補助額／茶園転換を行った農地の面積 10 アール(1 反)あたり 50,000 円を乗じて得た額 

例：１アール(1 畝)の場合、5,000 円を交付します。（1000 円未満は切り捨て） 

●茶樹を抜根した農地は補助金の交付の対象となった年度から 5 年間、野菜・果樹などの作付を行って 

ください。 

※茶園転換：耕作放棄地となっている茶園の茶樹を抜根したのち、茶以外の作物の作付けを計画すること。 

（問）西部農林水産事務所 ☎４６－７１１４ 

   農水振興課     ☎５３－４１９２ 

松阪市議会では、常任委員会単位で「第 20 回議会報告会」を市内４カ所で開催します。 

飯高管内は、５月２０日(土)に飯高地域振興局で開催します。 

第 2 部では「教えて！飯高のいいところ！」と題して、市議会議員と対話形式での意見交換を予定して

いますので、ぜひこの機会に意見交換に参加してください。 

・と き ５月 20 日（土） 午後 2 時～4 時（受付：午後 1 時 30 分～） 

・ところ 飯高地域振興局 大会議室（飯高町宮前 180） 

・内 容 第１部 報  告：２月定例会で審議した内容 

      第２部 意見交換：テーマ「教えて！飯高のいいところ！」 
 
※5 月 14 日(日)、17 日(水)、18 日(木)にも市内の別会場で、報告会を開催します。 

詳しくは、市ホームページ、広報まつさか４月号、回覧でご確認ください。 

 

 ⇧市ホームページは⇧ 
こちらから 

※手話・託児が必要な場合は、開催日の2週間前までにご連絡ください。託児室のご利用は、2歳児から未就学児が
対象となります。 

（問）松阪市議会事務局 ☎ ５３－４４３４ 



飯南眼科クリニックからのお知らせ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

飯南眼科クリニックで従来の健康保険証とは別に、マイナンバーカードが健康保険証として利用で

きるようになりました。なお、健康保険証でもこれまでどおり受診可能です。 

（問）飯南眼科クリニック ☎ ３２－２２０５ 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

＼ 協力隊の日々の情報はこちらをチェック／ 

☎３２－２５１５ E-mail matsu.ijyu@city.matsusaka.mie.jp 

（問）まつさか移住交流センター(松阪市飯南町横野 848)  

まつさか移住・交流センターだより 

「臨時 移住＆空家バンク相談会」開催のお知らせ 

【と き】令和５年４月１５日（土） 午前１０時 ～ 午後３時 

       ５月 20 日（土） 午前１０時 ～ 午後３時 

 

【ところ】飯高茶屋 （道の駅「飯高駅」敷地内） 

 

【内 容】① 移住に関する相談  ② 空家バンクに関する相談 

 

【対 象】・松阪市への移住をお考えの方・松阪市中山間地域の空家をお探しの方 

・松阪市中山間地域の空家を売りたい、貸したいとお考えの方 

    ※松阪市中山間地域：飯南・飯高・嬉野(宇気郷／中郷) 

※毎月第三土曜日に開催しています。 

 

 

「空家バンク登録物件」募集中！！ 

毎年、多くの方が飯南・飯高・嬉野（嬉野／中郷）の空家バンク物件をお探しですが、

ご案内できる物件が不足しているため、移住を断念する方がたくさんみえます。登録可能

な空家情報がございましたら、この機会にぜひご連絡ください。 

 また、空家バンク物件に関しまして「改修補助金」「家財処分補助金」等、その他お問

合せもお気軽にご相談ください。 

 

 ※土日も営業しています（休業日：祝祭日及び年末年始） 

【問】まつさか移住交流センター(松阪市飯南町横野 848)  

☎３２－２５１５ E-mail matsu.ijyu@city.matsusaka.mie.jp 

地域おこし協力隊に関する情報 
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